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2014.1 新潟市 

：自己用の戸建住宅・店舗等兼用住宅の建築が可能 

07-21  

金巻 

07-23  

大野町 

07-01  

松海が丘 4 丁目 

07-02  

小新 

07-03  

小新大通 1 丁目 

07-04  

亀貝 

07-05  

新通 

07-06  

新田・新田東 

07-07  

槇尾 

07-08  

笠木 

07-09  

中野小屋 

07-13  

内野上新町 

07-14  

四ツ郷屋 

07-15  

赤塚・中権寺 

07-16  

寺地 

07-17  

緒立 

07-18  

北場・黒鳥 

07-19  

黒鳥 

07-20  

小平方・鳥原新田 

07-22  

木場・板井 

07-12  

小見郷屋 

07-11  

明田 

07-10  

藤野木 

：戸建住宅・店舗等兼用住宅・共同住宅の建築が可能 既存集落区域 

市街化区域 

07-24
黒埼

　　　

　 07-18
北場・黒鳥

07-19
黒鳥


